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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｆｅ：１．０～２．０ｍａｓｓ％（以下、単に％と記す。）、Ｓｉ：０．０１～０．２
％、Ｃｕ：０．０００１～０．２％、Ｔｉ：０．００５～０．３％を含有し、
　残部Ａｌと不可避的不純物からなり、
　Ｆｅの固溶量が３００ｐｐｍ以上であり、
　円相当径で０．１～１．０μｍの金属間化合物が１．０×１０５個／ｍｍ２以上で存在
する、
　電極集電体用アルミニウム合金箔。
【請求項２】
　導電率が５０％ＩＡＣＳ以上であり、
　最終冷間圧延後の引張強さが２２０ＭＰa以上であり、かつ
　最終冷間圧延後の熱処理を２００℃で１５分間行った場合でも、熱処理後の引張強さが
２２０ＭＰａ以上である、
請求項１に記載の電極集電体用アルミニウム合金箔。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電極集電体用アルミニウム合金箔を備える、
　電極集電体。
【請求項４】
　請求項３に記載の電極集電体と、
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　前記電極集電体上に形成されている活物質層または電極材層と、
　を備える、
　電極構造体。
【請求項５】
　Ｆｅの固溶量が３００ｐｐｍ以上であり、円相当径で０．１～１．０μｍの金属間化合
物が１．０×１０５個／ｍｍ２以上で存在する電極集電体用アルミニウム合金箔の製造方
法であって、
　Ｆｅ：１．０～２．０ｍａｓｓ％（以下、単に％と記す。）、Ｓｉ：０．０１～０．２
％、Ｃｕ：０．０００１～０．２％、Ｔｉ：０．００５～０．３％を含有し、残部Ａｌと
不可避的不純物から成る組成の鋳造板を連続鋳造法によって製造する工程と、
　前記鋳造板に冷間圧延及び箔圧延を実施する工程と、
　を含み、連続鋳造工程から冷間圧延及び箔圧延工程の工程間において、熱処理を施すこ
となくアルミニウム合金箔とする、
　電極集電体用アルミニウム合金箔の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池、電気二重層キャパシター、リチウムイオンキャパシター等に使用
されるアルミニウム合金箔及びこれら合金箔の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、ノートパソコン等の携帯用電子機器の電源にエネルギー密度の高いリチウム
イオン二次電池が用いられている。
【０００３】
　リチウムイオン二次電池の電極材は、正極材、セパレータおよび負極材で構成される。
正極材には電気伝導性に優れ、二次電池の電気効率に影響せず、発熱が少ないという特徴
を有するアルミニウム合金箔が支持体として使用されている。例えば、特許文献１には、
Ｆｅ、Ｍｎ、Ｓｉを含有し、高い引張強度と伸びを有した耐折り曲げ性に優れたアルミニ
ウム合金硬質箔が提案されている。
【０００４】
　アルミニウム合金箔表面にはリチウム含有金属酸化物、たとえばＬｉＣｏＯ２を主成分
とする活物質を塗布する。製造方法としては、厚さ２０μｍ程度のアルミニウム合金箔の
両面に各々の片面に対し１００μｍ程度の厚さの活物質を塗布し、活物質中の溶媒を除去
するために乾燥の熱処理を施す（以下、単に乾燥工程と呼ぶ。）。さらに、活物質の密度
を増大させるために、プレス機にて圧縮加工を施す。（以下、この「プレス機にて圧縮加
工を施す」工程をプレス加工と呼ぶ。）このようにして製造された正極板はセパレータ、
負極板と積層された後、捲回し、ケースに収納するための成形を行った後、ケースに収納
される。
【０００５】
　リチウムイオン二次電池用アルミニウム合金箔は、一般に半連続鋳造法によって製造さ
れている。半連続鋳造法は、アルミニウム合金溶湯から鋳塊を鋳造し、熱間圧延及び冷間
圧延によって、０．２～０．６ｍｍ程度のアルミニウム合金板材(箔地)を製造し、その後
箔圧延によって、６～３０μｍ程度の厚さとする。なお、必要に応じて、鋳塊の均質化処
理や冷間圧延の途中で中間焼鈍を実施することも通常行われている。例えば、特許文献２
には、半連続鋳造法によって製造された、強度が１６０ＭＰa以上のリチウムイオン電池
電極集電体用アルミニウム合金箔が提案されている。
【０００６】
　連続鋳造法は、アルミニウム合金溶湯を連続的に鋳造圧延してアルミニウム合金板（以
下、連続鋳造法によって製造されたアルミニウム合金板を鋳造板と呼ぶ。）を得ることが
できる。そのため、連続鋳造法では、半連続鋳造法での必須工程である鋳塊の均質化処理
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及び熱間圧延工程を省略することができるために、歩留まり及びエネルギー効率を向上さ
せることができ、製造コストを低減することができる。代表的な連続鋳造法には、双ロー
ル式連続鋳造法や双ベルト式連続鋳造法等がある。連続鋳造法で製造された鋳造板には、
圧延性を向上させるために冷間圧延の工程間で熱処理を実施することが一般的である。例
えば、特許文献３には、連続鋳造法によって板厚２５ｍｍ以下の鋳造板とし、さらに３０
％以上の冷間圧延を実施後に４００℃以上の温度で加熱処理を実施後、さらに２５０～４
５０℃で中間焼鈍を実施するアルミニウム合金箔地の製造方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－１７９０６２号公報
【特許文献２】特開２０１０－１５０６３７号公報
【特許文献３】特開平６－９３３９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記文献記載の従来技術は、以下の点で改善の余地を有していた。　第
一に、近年、リチウムイオン二次電池の電極材に使用されるアルミニウム合金箔には、高
い導電率が要求されている。導電率とは、物質内における電気の通り易さを表す物性値で
あり、導電率が高いほど、電気が通り易いことを示している。自動車や電動工具等に使用
されるリチウムイオン二次電池は、民生用として使用される携帯電話やノートパソコン等
のリチウムイオン二次電池より大きな出力特性が必要とされている。導電率が低い場合、
大きな電流が流れた時には、電池の内部抵抗が増加するため、電池の出力電圧が低下して
しまう問題がある。しかし、特許文献１に記載のアルミニウム合金箔は添加されたＭｎが
アルミニウム合金中へ多く固溶しているために、活物質を塗布後に実施する乾燥工程を想
定した加熱後の強度は高い値を有しているものの、高い導電率を得ることが出来ないとい
う問題がある。
【０００９】
第二に、リチウムイオン二次電池の正極材に使用されるアルミニウム合金箔は、活物質ペ
ースト塗布時の張力による切れの発生や、捲回時に屈曲部で破断するなどの問題があるた
め、高い引張強度が要求されている。また、活物質ペースト塗布後の乾燥工程では、従来
は１００℃～１６０℃の加熱処理を実施されており、近年はさらに高温の２００℃程度で
加熱処理されることがある。その後、活物質密度を増大させるためにプレス工程が実施さ
れる。一般的に素板と比較して熱処理を施した後のアルミニウム合金箔の強度は低下する
が、乾燥工程後のプレス工程において圧縮強度に耐えるための強度が必要となることから
、乾燥工程後においても高い引張強さが要求されている。
【００１０】
　しかし、特許文献２のアルミニウム合金箔は、乾燥工程を想定した加熱処理後の強度は
低く、プレス加工後にアルミニウム合金箔が変形し易くなり、活物質とアルミニウム合金
箔との密着性の低下やスリット時の破断が発生し易くなるので十分ではない。また、特許
文献３のアルミニウム合金箔地から得られるアルミニウム合金箔は、熱処理を実施するた
めに圧延性は良好であるが、過飽和に固溶された各種元素が析出しているために、乾燥工
程を想定した加熱処理後の強度は低く、プレス加工時にアルミニウム合金箔が変形し易く
なり、活物質とアルミニウム合金箔との密着性の低下やスリット時の破断が発生し易くな
るので十分ではない。
【００１１】
　このように乾燥工程後に強度が低下すると、プレス加工時に中伸びが発生し易くなり、
捲回時に捲きしわが発生し、活物質とアルミニウム合金箔との密着性の低下や、スリット
時の破断が起こり易くなるという電池製造上致命的な問題が起こる可能性がでてくる。特
に、活物質ペーストとアルミニウム合金箔表面の密着性が低下すると、充放電の繰り返し
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の使用中に剥離が進行し、電池の容量が低下するという問題がある。
【００１２】
　以上より、リチウムイオン二次電池の正極材に使用されるアルミニウム合金箔には、電
池の高容量化のための薄肉化、活物質ペースト塗布工程での切れ防止のために素板強度の
確保、そしてプレス工程でのしわ防止のために乾燥工程後強度の増大、電池特性を向上さ
せるための高導電率の確保がそれぞれ求められている。
【００１３】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、高い導電率を有しつつ、乾燥工程前後
の強度が高く、低コストで製造できる電極集電体用アルミニウム合金箔を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、Ｆｅ：１．０～２．０ｍａｓｓ％（以下、単に％と記す。）、Ｓｉ：
０．０１～０．２％、Ｃｕ：０．０００１～０．２％、Ｔｉ：０．００５～０．３％を含
有し、残部Ａｌと不可避的不純物からなり、Ｆｅの固溶量が３００ｐｐｍ以上であり、円
相当径で０．１～１．０μｍの金属間化合物が１．０×１０５個／ｍｍ２以上で存在する
、電極集電体用アルミニウム合金箔が提供される。
【００１５】
　このアルミニウム合金箔は、高い導電率を有しつつ、乾燥工程前後の強度が高い。その
ため、このアルミニウム合金箔は、プレス加工時も変形しにくく、活物質等の剥離やスリ
ット時の破断を防止することができる。その結果、このアルミニウム合金箔は、蓄電部品
の電極構造体に用いられる電極集電体として好適に用いることができる。
【００１６】
　また、本発明によれば、Ｆｅ：１．０～２．０ｍａｓｓ％（以下、単に％と記す。）、
Ｓｉ：０．０１～０．２％、Ｃｕ：０．０００１～０．２％、Ｔｉ：０．００５～０．３
％を含有し、残部Ａｌと不可避的不純物から成る組成の鋳造板を連続鋳造法によって得る
工程と、その鋳造板に熱処理を施すこと無く冷間圧延及び箔圧延を実施する工程と、を含
む、電極集電体用アルミニウム合金箔の製造方法が提供される。
【００１７】
　この方法によれば、高い導電率を有しつつ、乾燥工程前後の強度が高い電極集電体用ア
ルミニウム合金箔を低コストで製造できる。そのため、この方法で得られるアルミニウム
合金箔は、プレス加工時も変形しにくく、活物質等の剥離やスリット時の破断を防止する
ことができる。その結果、この方法で得られるアルミニウム合金箔は、蓄電部品の電極構
造体に用いられる電極集電体として好適に用いることができる。
【００１８】
　なお、上記の電極集電体用アルミニウム合金箔またはその製造方法は本発明の一態様で
あり、本発明の電極集電体、電極構造体またはそれらの製造方法なども、同様の構成およ
び作用効果を有する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、高い導電率を有しつつ、乾燥工程前後の強度が高く、低コストで製造
できる電極集電体用アルミニウム合金箔が得られる。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。なお、同様な構成については、
繰り返しの煩雑を避けるために適宜説明を省略する。また、本明細書において「Ａ～Ｂ」
とは、「Ａ以上Ｂ以下」を意味するものとする。
【００２１】
　＜発明の経緯＞
　本発明者等は、リチウムイオン二次電池等の正極材等に使用されるアルミニウム合金箔
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について検討したところ、アルミニウム合金の溶湯の成分を適切な範囲に規制し、連続鋳
造法によって鋳造板を製造し、その後に冷間圧延及び箔圧延工程の工程間において、熱処
理を施すことなく得られるアルミニウム合金箔（素箔という）は、高い強度を有し、かつ
活物質等を塗布した後の乾燥工程後も高い強度と高い導電率を維持できることを見出した
。
【００２２】
　また、本発明者等は、この連続鋳造法における溶湯の冷却速度は、一般的な半連続鋳造
法よりも速いために、アルミニウムに添加された元素が強制的に過飽和に固溶し、金属間
化合物は均一で微細に晶出される。このとき本発明の組成、固溶量、及び晶出物のサイズ
、個数とすることで集電体用アルミニウム合金箔として使用されるに充分耐えうるアルミ
ニウム合金箔となることを見出した。その結果、本発明者等は、連続鋳造法によって製造
されたアルミニウム合金箔は、半連続鋳造法よりも高い強度を得ることができることを見
出した。
【００２３】
　その後、本発明者等は、この連続鋳造法にて製造された鋳造板に熱間圧延をしたり、あ
るいは冷間圧延及び箔圧延の際に中間焼鈍したりするような形で熱処理を実施しても、過
飽和に固溶したＦｅが一部析出して減少するものの、微細に晶出された金属間化合物によ
る分散強化によって、一般的な半連続鋳造法で製造されたアルミニウム合金箔よりも高い
強度を得ることができた。
【００２４】
　さらに本発明者等は、この連続鋳造法を行った後に冷間圧延及び箔圧延だけを行って熱
処理を行うことを省略すれば、より高い素箔強度が得られ、乾燥工程後においてもより高
い強度を有したアルミニウム合金箔を得ることができた。また、本発明者等は、連続鋳造
法にて製造された鋳造板への熱処理を省略することで、製造時のコストを低減できる集電
体用アルミニウム合金箔を得ることができた。
【００２５】
　すなわち、本発明者等が本発明に至るに際し重要とした点は、（１）Ｆｅ、Ｓｉ、Ｃｕ
、Ｔｉの四元素を含む鋳造板を連続鋳造法によって製造することと、（２）この鋳造板に
対して熱処理を施すことなく冷間圧延と箔圧延を順に実施しすることによってアルミニウ
ム合金箔を得ることである。特に、重要な点は、アルミニウム合金の成分であるＦｅの含
有量を１．０～２．０％と規定し、連続鋳造法によってＦｅ固溶量と金属間化合物サイズ
、及び個数を制御したアルミニウム合金箔を製造することである。
【００２６】
　本発明者らの実験によると、連続鋳造法によって鋳造板を製造する際、添加するＦｅ量
を最適に制御し、その後鋳造板に対して熱処理を施すことなく冷間圧延と箔圧延を順に実
施することで、一般的な製造方法である半連続鋳造法にて製造するアルミニウム合金箔よ
りも、アルミニウム合金中に固溶するＦｅの量を増加させることが出来、且つ強度向上へ
の寄与が大きい微細な金属化合物も多く分散させることが可能となることが判明した。ま
た、特筆すべきことに、このアルミニウム合金箔に対して１００～２００℃程度の熱処理
を施しても熱処理前に対して同等またはそれ以上の強度を有することが確認された。この
ことは、通常、電極集電体用アルミニウム合金箔を用いて電極を製造する際に溶媒除去等
の目的でなされる１００～２００℃程度の乾燥工程によってアルミニウム合金箔の強度が
あまり低下しないことを意味し、本発明のアルミニウム合金箔は、電極集電体用アルミニ
ウム合金箔として、非常に優れた特性を有していることを意味している。
【００２７】
　＜電極集電体用アルミニウム合金箔＞
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔は、二次電池、電気二重層キャパシター
、リチウムイオンキャパシター等に使用される電極材に適している。また、本実施形態の
電極集電体用アルミニウム合金箔は、特にリチウムイオン二次電池に使用される正極用電
極材または負極用電極材に適している。
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【００２８】
　本実施形態によれば、所定の成分組成を有し、Ｆｅの固溶量が所定の値以上であり、金
属間化合物の大きさおよび個数が所定の条件を満たす、電極集電体用アルミニウム合金箔
が提供される。このアルミニウム合金箔は、乾燥工程前後の強度が高く、高い導電率を有
する。特に、活物質塗布後の乾燥工程後の強度が高いことで、このアルミニウム合金箔は
、プレス加工時も変形しにくく、活物質等の剥離やスリット時の破断を防止することがで
きる。その結果、このアルミニウム合金箔は、蓄電部品の電極構造体に用いられる電極集
電体として好適に用いることができる。
【００２９】
　（１）電極集電体用アルミニウム合金の成分組成
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔は、Ｆｅ：１．０～２．０ｍａｓｓ％（
以下、単に％と記す。）、Ｓｉ：０．０１～０．２％、Ｃｕ：０．０００１～０．２％、
Ｔｉ：０．００５～０．３％を含有し、残部Ａｌと不可避的不純物からなる。
【００３０】
　Ｆｅは、添加することで強度を向上させる元素であり、１．０～２．０％添加する。Ｆ
ｅ添加量が１．０％未満では、強度向上に寄与する微細なＡｌ－Ｆｅ系の金属間化合物の
数が減少し、かつ連続鋳造法により製造された鋳造板に固溶するＦｅ量も減少するために
、高い強度を確保することが難しい。一方、Ｆｅの添加量が２．０％を超えると、連続鋳
造時に粗大なＡｌ－Ｆｅ系あるいはＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ系の金属間化合物が晶出し易くなる
ために、圧延時の切れやピンホールを発生させるために好ましくない。なお、このＦｅの
含有率は、１．０、１．１、１．２、１．３、１．４、１．５、１．６、１．７、１．８
、１．９、２．０％のうち任意の２つの値の範囲内であってもよい。
【００３１】
　Ｓｉは、添加することで強度を向上させる元素であり、０．０１～０．２％添加する。
Ｓｉ添加量が０．０１％未満では、強度向上にあまり寄与しない。また、通常使用するア
ルミニウム地金には不純物としてＳｉが含まれており、０．０１％未満に規制するために
は高純度の地金を使用することになるため、経済的に実現が困難である。Ｓｉ添加量が０
．２％を超えると、連続鋳造時に晶出されるＡｌ－Ｆｅ系の金属間化合物のサイズを大き
くさせて個数を低減するため、強度向上に寄与する微細なＡｌ－Ｆｅ系の金属間化合物の
個数を低下させてしまうために強度が低下する。なお、このＳｉの含有率は、０．０１、
０．０２、０．０３、０．０４、０．０５、０．０６、０．０７、０．０８、０．０９、
０．１０、０．１１、０．１２、０．１３、０．１４、０．１５、０．１６、０．１７、
０．１８、０．１９、０．２％のうち任意の２つの値の範囲内であってもよい。
【００３２】
　Ｃｕは、添加することで強度を向上させる元素であり、０．０００１～０．２％添加す
る。Ｃｕ添加量を０．０００１％未満に規制するためには、高純度の地金を使用すること
になるため、経済的に実現が困難である。一方、Ｃｕ添加量が０．２％を超えると加工硬
化性が高くなるために、箔圧延時での切れが発生し易くなる。なお、このＣｕの含有率は
、０．０００１、０．０００５、０．００１、０．００５、０．０１、０．０５、０．１
、０．２％のうち任意の２つの値の範囲内であってもよい。
【００３３】
　Ｔｉは、強度を向上させるためおよび結晶粒微細化剤として０．００５～０．２％添加
する。Ｔｉは添加されることで、連続鋳造法により製造された鋳造板の結晶粒を微細化さ
せることで、鋳造板の割れを防止し、箔圧延性を大きく向上させることができる。また、
添加されたＴｉはアルミニウム合金中へ固溶するために、強度の向上にも大きく寄与する
。Ｔｉ量が０．００５％未満では、微細化剤としての機能が発現しにくく、結晶粒が粗大
化するために、冷間圧延や箔圧延中に切れが発生し易くなる。一方、Ｔｉ量が０．２％を
超えると、連続鋳造時に粗大な金属間化合物が形成され易くなるために、冷間圧延や箔圧
延中に切れが発生し易くなる。なお、このＴｉの含有率は、０．００５、０．０１、０．
０５、０．１、０．２％のうち任意の２つの値の範囲内であってもよい。
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【００３４】
　その他、本材料にはＣｒ、Ｎｉ、Ｂ、Ｚｎ、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｖ、Ｚｒ等の不可避的不純物
が含まれる。これら不可避的不純物は、個々に０．０２％以下、総量としては０．１５％
以下であることが好ましい。
【００３５】
　（２）Ｆｅ固溶量
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔中のＦｅ固溶量は３００ｐｐｍ以上とす
る。３００ｐｐｍ以上の固溶量を得るためには、アルミニウム合金に添加するＦｅ量を１
．０～２．０％で規定し、且つ冷却速度が速い連続鋳造法で製造する必要がある。アルミ
ニウム合金中に添加されるＦｅ量が多いほど、連続鋳造法により製造された鋳造板に固溶
するＦｅ量も増加させることができる。連続鋳造法により製造された鋳造板において、Ｆ
ｅは過飽和に固溶しているため、熱処理等を実施せずに冷間圧延と箔圧延のみを順に実施
することで、最終箔厚までＦｅの固溶量を高く維持することが出来る。Ｆｅの固溶量が３
００ｐｐｍ未満では、強度及び活物質塗布後における乾燥工程後の強度が低下するために
好ましくない。
【００３６】
　Ｆｅの固溶量の上限は特に定めないが、アルミニウム合金に添加するＦｅ量を１．０～
２．０％で規定した場合には、７００ｐｐｍ以下となることが多い。なお、このＦｅの固
溶量は、３００、４００、５００、６００、７００ｐｐｍのうち任意の値以上であっても
よく、任意の２つの値の範囲内であってもよい。
【００３７】
　（３）金属間化合物
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔の表面には、円相当径で０．１～１．０
μｍの金属間化合物が、１．０×１０５個／ｍｍ２以上存在する。これらの金属間化合物
は、Ａｌ－Ｆｅ系あるいはＡｌ－Ｆｅ－Ｓｉ系で構成され、連続鋳造時に均一で微細に晶
出される。これらの微細な金属間化合物は、分散強化によってアルミニウム合金箔の強度
を向上させ、活物質塗布後における乾燥工程後の強度低下も抑制することができる。
【００３８】
　円相当径が０．１μｍ未満及び金属間化合物の個数が１．０×１０５個／ｍｍ２未満で
は、分散強化への寄与が少ないために、乾燥工程相当の熱処理後の強度が大きく低下する
。円相当径が１．０μｍを超える金属化合物は、分散強化による強度への寄与が小さく、
ピンホールの発生起点にもなり得るために、低減させることが望ましい。
【００３９】
　金属間化合物の個数は、アルミニウム合金箔の表面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）にて
観察することができる。具体的には、アルミニウム合金箔の表面を電解研磨にて鏡面状態
とした後、反射電子像を１０００倍で３０視野観察し、画像解析装置にて金属間化合物の
個数を定量化する。その後、それぞれの金属間化合物の面積を真円として換算した直径を
円相当径と定義する。
【００４０】
　金属間化合物の個数の上限は特に定めないが、アルミニウム合金に添加するＦｅ量を１
．０～２．０％で規定した場合、円相当径が０．１μｍ未満の金属間化合物が５．０×１
０５個／ｍｍ２以下となることが多い。なお、この金属間化合物の個数は、１．０×１０
５個／ｍｍ２、１．２×１０５個／ｍｍ２、１．３×１０５個／ｍｍ２、１．４×１０５

個／ｍｍ２、１．５×１０５個／ｍｍ２、１．６×１０５個／ｍｍ２、１．７×１０５個
／ｍｍ２、１．８×１０５個／ｍｍ２、１．９×１０５個／ｍｍ２、２．０×１０５個／
ｍｍ２、３．０×１０５個／ｍｍ２、４．０×１０５個／ｍｍ２、５．０×１０５個／ｍ
ｍ２のうち任意の値以上であってもよく、任意の２つの値の範囲内であってもよい。
【００４１】
　（４）アルミニウム合金箔の箔厚
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔の厚み（最終冷間圧延後の厚み）は６～
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３０μｍとすることが好ましい。厚みが６μｍ未満の場合、箔圧延中にピンホールが発生
し易くなるために好ましくない。３０μｍを超えると、同一体積に閉める電極集電体の体
積及び重量が増加し、リチウムイオン二次電池の電極集電体等として用いた場合に塗布で
きる活物質の体積及び重量が減少する。リチウムイオン二次電池の場合、それは電池容量
の低下をまねくので好ましくない。なお、この厚みは、６、７、８、９、１０、１１、１
２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５
、２６、２７、２８、２９、３０μｍのうち任意の２つの値の範囲内であってもよい。
【００４２】
　（５）導電率
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔の導電率は５０％ＩＡＣＳ以上であるこ
とが好ましい。導電率は、特に各添加元素のアルミニウム合金箔中への固溶状態を示す。
本実施形態のアルミニウム合金箔を用いた電極集電体をリチウムイオン二次電池に用いる
場合、導電率が５０％ＩＡＣＳ未満では、放電レートが５Ｃを超えるような高い電流値で
使用する際に、電池容量が低下するため、好ましくない。なお、１Ｃとは公称容量値の容
量を有するセルを定電流放電して、１時間で放電終了となる電流値のことである。
【００４３】
　（６）乾燥工程前の強度
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔の乾燥工程前の引張強さは２２０ＭＰａ
以上であることが好ましい。また、乾燥工程前の０．２％耐力も高いことが望まれており
、２００ＭＰａ以上が好ましい。この乾燥工程前の引張強さが２２０ＭＰａ未満またはこ
の乾燥工程前の０．２％耐力が２００ＭＰａ未満では強度が不足しているために、活物質
塗布時に加わる張力によって、切れや亀裂が発生し易くなる。
【００４４】
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔の乾燥工程前の強度（引張強さまたは０
．２％耐力）は、別の表現をすれば最終冷間圧延後の強度（引張強さまたは０．２％耐力
）である。Ｆｅ、Ｓｉ、Ｃｕ、Ｔｉのみが主に添加されているアルミニウム合金では、各
元素をより多く固溶させかつ、連続鋳造時に晶出される金属化合物を均一で微細に分散さ
せることによって、転位の移動が抑制されて、より高い強度を得ることができる。さらに
、連続鋳造法では、半連続鋳造圧延法よりも冷却速度が早いために、添加された各元素の
固溶量は多くなるために、加工硬化性も向上する。その結果、冷間圧延と箔圧延により、
アルミニウム合金箔の強度をより高くすることができる。なお、本明細書において、「最
終冷間圧延後」とは、最終の冷間圧延後であって、アルミニウム合金箔の物性を変化させ
る熱処理を施す前の状態を意味するものであり、「箔圧延」も冷間圧延の一種である。
【００４５】
　なお、上記の乾燥工程前の引張強さの上限は特に定めないが、通常は４００ＭＰａとな
ることが多い。なお、この乾燥工程前の引張強さは、２２０、２３０、２４０、２５０、
２６０、２７０、２８０、２９０、３００、３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、
４００ＭＰａのうち任意の値以上であってもよく、任意の２つの値の範囲内であってもよ
い。
【００４６】
　また、上記の乾燥工程前の０．２％耐力の上限も特に定めないが、通常は４００ＭＰａ
となることが多い。なお、この乾燥工程前の０．２％耐力は、２００、２１０、２２０、
２３０、２４０、２５０、２６０、２７０、２８０、２９０、３００、３１０、３２０、
３３０、３４０、３５０、４００ＭＰａのうち任意の値以上であってもよく、任意の２つ
の値の範囲内であってもよい。
【００４７】
　（７）乾燥工程後の強度
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔は、正極材として好適に使用できるもの
であるが、この正極材の製造工程では、活物質中の溶媒を除去する目的で活物質ペースト
塗布後に乾燥工程があり、通常１００～２００℃程度の温度の熱処理が行われる。一般に
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、この温度範囲の熱処理では、アルミニウム合金箔は軟化して機械的特性が変化する場合
があるため、熱処理後のアルミニウム合金箔の機械的特性が重要となる。外部からの熱エ
ネルギーにより、転位が活性化されて移動し易くなり、回復過程で強度が低下する。１０
０～２００℃の熱処理時の回復過程における強度低下を防ぐには、アルミニウム合金中の
固溶元素や微細に分散した金属間化合物によって、転位の移動を抑制することが有効であ
る。
【００４８】
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔の熱処理後の強度（引張強さまたは０．
２％耐力）は、連続鋳造時に過飽和に固溶されるＦｅ量と晶出される微細な金属間化合物
による影響が非常に大きい。特に、連続鋳造時の冷却速度が早ければ早いほど、Ｆｅは過
飽和に固溶され、金属化合物は微細に多く晶出されるために、転位の移動が阻害されるの
で熱処理後も高い強度を維持することができる。
【００４９】
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔は、上記組成とＦｅ固溶量、金属間化合
物のサイズ、個数が適正化されたものであれば特に制限されるものではないが、アルミニ
ウム合金箔と、活物質層とを具備する電極材に製造される際の強度として、乾燥工程後の
引張強さが２２０ＭＰａ以上であることが好ましい。活物質層を形成する際の塗工時の乾
燥工程は１００～２００℃であり、乾燥工程の温度範囲は使用する活物質ペーストなどの
条件により適宜調整されるが、本実施形態においては、２００℃で１５分間の条件を採用
し、引張強さを適正化するものである。また、上記乾燥工程後の０．２％耐力も高いこと
も望まれており、２００ＭＰａ以上であることが好ましい。上記乾燥工程後の引張強さが
２２０ＭＰａ未満または上記乾燥工程後の０．２％耐力が２００ＭＰａ未満では、乾燥工
程後のプレス加工時にアルミニウム合金箔が変形し易くなり、プレス後の巻取り時にしわ
や湾曲が発生し易くなるので十分ではない場合がある。
【００５０】
　また、本実施形態では、実施される条件の中で更に細分化し、低温長時間、中温中時間
、高温短時間の定義として、１００℃で２４時間、１５０℃で３時間、２００℃で１５分
間の何れの熱処理を行った場合でも、乾燥工程後の引張強さが２２０ＭＰａ以上であるこ
とがさらに好ましい。また、上記乾燥工程後の０．２％耐力も、１００℃で２４時間、１
５０℃で３時間、２００℃で１５分間の何れの熱処理を行った場合でも高いことが望まれ
ており、２００ＭＰａ以上であることがさらに好ましい。このように、低温長時間、中温
中時間、高温短時間の何れの熱処理を行った場合でも、乾燥工程後の引張強さが２２０Ｍ
Ｐａ以上または乾燥工程後の０．２％耐力が２００ＭＰａ以上であることによって、プレ
ス工程でのしわ発生をより確実に防止することができる。
【００５１】
　なお、上記の乾燥工程後の引張強さの上限は特に定めないが、通常は４００ＭＰａとな
ることが多い。なお、この乾燥工程後の引張強さは、２２０、２３０、２４０、２５０、
２６０、２７０、２８０、２９０、３００、３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、
４００ＭＰａのうち任意の値以上であってもよく、任意の２つの値の範囲内であってもよ
い。
【００５２】
　また、上記の乾燥工程後の０．２％耐力の上限も特に定めないが、通常は４００ＭＰａ
となることが多い。なお、この乾燥工程後の０．２％耐力は、２００、２１０、２２０、
２３０、２４０、２５０、２６０、２７０、２８０、２９０、３００、３１０、３２０、
３３０、３４０、３５０、４００ＭＰａのうち任意の値以上であってもよく、任意の２つ
の値の範囲内であってもよい。
【００５３】
　＜電極集電体用アルミニウム合金箔の製造方法＞
　本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔の製造方法は、上記の組成の鋳造板を連
続鋳造法によって製造する工程と、その鋳造板に熱処理を施すこと無く冷間圧延及び箔圧
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延を実施する工程と、を含む。この方法によれば、高い導電率を有しつつ、乾燥工程前後
の強度が高い電極集電体用アルミニウム合金箔を低コストで製造できる。そのため、この
方法で得られるアルミニウム合金箔は、プレス加工時も変形しにくく、活物質等の剥離や
スリット時の破断を防止することができる。その結果、この方法で得られるアルミニウム
合金箔は、蓄電部品の電極構造体に用いられる電極集電体として好適に用いることができ
る。
【００５４】
　（１）連続鋳造
　上記の組成の鋳造板を連続鋳造法によって製造する工程は、上記の組成を有するアルミ
ニウム合金の溶湯を作製する工程と、その溶湯から連続的に鋳造圧延して鋳造板を製造す
る工程と、を含む。代表的な連続鋳造法には、双ロール式連続鋳造法や双ベルト式連続鋳
造法等がある。双ロール式連続鋳造圧延法は耐火物製の給湯ノズルから２つの相対向する
水冷されたロール間にアルミニウム合金溶湯を供給し、薄板を連続的に鋳造圧延する方法
であり、３Ｃ法やハンター法等が工業的に用いられている。双ベルト式連続鋳造法は、上
下に対峙した水冷されている回転ベルト間に溶湯を供給し、ベルト面からの冷却によって
溶湯を凝固させて薄板を連続的に鋳造圧延する製造方法である。
【００５５】
　本実施形態は、双ロール式連続鋳造法及び双ベルト式連続鋳造法のどちらでも良く、特
定の製造方法に限定されるものではない。なお、双ロール式連続鋳造法は双ベルト式鋳造
法よりも冷却速度が早く、晶出される金属間化合物が微細化されるために、より高い性能
を有したアルミニウム合金箔を得ることができる。以下に、連続鋳造法の一例として、双
ロール式連続鋳造法での製造方法について記載する。
【００５６】
　Ｆｅ、Ｓｉ、Ｃｕを上記の組成範囲で有するアルミニウム合金を溶解して溶湯を作製し
、保持炉に移送して保持する。その後、溶湯は脱ガス槽にて公知の脱ガス処理と鋳造介在
物を除去するフィルターを通過後、水冷されたロール部で凝固し圧延される。Ｔｉは、結
晶粒微細化剤として、Ａｌ－Ｔｉ母合金、Ａｌ－Ｔｉ－Ｂ母合金等の形態で溶湯へ添加さ
れる。なお、上記母合金の添加方法としては、保持炉内へのワッフル塊状での添加、脱ガ
ス処理前後又はフィルター通過前後におけるロッド状での添加等が挙げられる。本実施形
態では上記いずれの添加方法でも、連続鋳造後の鋳造板の結晶粒を微細化することができ
るために、鋳造板の板割れを防止し冷間圧延及び箔圧延時の圧延性を向上させることがで
きる。
【００５７】
　双ロール式連続鋳造法で鋳造する際の溶湯温度は、６８０～８００℃の範囲が好ましい
。溶湯温度は、給湯ノズル直前にあるヘッドボックスの温度である。溶湯温度が６８０℃
より低い温度では、給湯ノズル内に金属間化合物が生成し、それらが板状鋳塊に混入する
ことで冷間圧延時の板切れの原因となることがある。溶湯温度が８００℃を超えると、鋳
造時にロール間でアルミニウム合金溶湯が十分に凝固せず、正常な鋳造板が得られない場
合がある。連続鋳造法により製造された鋳造板の板厚は、２０ｍｍ以下で製造されること
が好ましい。板厚が２０ｍｍを超えると、連続鋳造時の凝固速度が遅くなるために、晶出
される金属間化合物が粗大化し、分散強化に寄与する微細な金属間化合物が減少するので
好ましくない。
【００５８】
　（２）連続鋳造後の冷間圧延および箔圧延
　次いで、上記の連続鋳造法によって得られた鋳造板に、冷間圧延と箔圧延を順に実施す
ると、所望のアルミニウム合金箔を得ることができる。このとき、冷間圧延の各工程間で
熱処理は実施しないことが好ましい。熱処理を実施すると、連続鋳造時に過飽和に固溶さ
れたＦｅが一部析出されるために、強度及び乾燥工程後の強度が低下してしまうので好ま
しくない。なお、冷間圧延及び箔圧延の実施方法については、特に限定されない。この製
造方法では、半連続鋳造法や連続鋳造法で製造された鋳造板に熱処理を実施する従来の製
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を大きく低減することもできる。
【００５９】
　＜電極集電体および電極構造体＞
　本実施形態の電極集電体は、上記の電極集電体用アルミニウム合金箔を備える。そして
、本実施形態の電極集電体の少なくとも片面に活物質層または電極材層を形成することに
よって、本実施形態の電極構造体を得ることができる。電極材層を形成した蓄電部品用の
電極構造体の場合、この電極構造とセパレータ、非水電解質溶液を用いて非水電解質電池
用、例えばリチウムイオン二次電池用の電極構造体（電池用部品を含む）を製造すること
ができる。本実施形態の非水電解質電池用電極構造体および非水電解質電池において電極
集電体以外の部材は、公知の非水電池用部材を用いることが可能である。
【００６０】
　ここで、本実施形態の電極構造体に形成される活物質層は、非水電解質電池用として提
案されるものでよい。例えば、正極構造体を製造する場合には、本実施形態の電極集電体
用アルミニウム合金箔を用いた集電体に、活物質としてＬｉＣｏＯ２、ＬｉＭｎＯ４、Ｌ
ｉＮｉＯ２等を用い、導電材としてアセチレンブラック等のカーボンブラックを用い、こ
れらをバインダであるＰＶＤＦや水分散型ＰＴＦＥに分散したペーストを塗工、乾燥させ
ることにより、正極構造体を得ることができる。
【００６１】
　負極の電極構造体とする場合には、本実施形態の電極集電体用アルミニウム合金箔に活
物質として例えば黒鉛、グラファイト、メソカーボンマイクロビーズ等を用い、これらを
増粘剤であるＣＭＣ(カルボキシメチルセルロース)に分散後、バインダであるＳＢＲ(ス
チレンブタジエンゴム)と混合したペーストを活物質形成用材料として塗工、乾燥させる
ことにより、負極集電体を得ることができる。
【００６２】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【実施例】
【００６３】
　以下、本発明を実施例によりさらに説明するが、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。
【００６４】
　＜アルミニウム合金箔の製造方法＞
　実施例１～１０については、表１に示す組成のアルミニウム合金溶湯を双ロール式連続
鋳造法によって、厚さ８ｍｍの鋳造板を製造した。連続鋳造により製造された鋳造板には
、途中工程で熱処理を実施せずに、冷間圧延と箔圧延を行い箔厚１５μｍのアルミニウム
合金箔を得た。
【００６５】
　比較例１１～１６についても、実施例と同様に表１に示す条件にて双ロール式連続鋳造
法によって、箔厚１５μｍのアルミニウム合金箔を得た。比較例１７は、連続鋳造後の８
ｍｍの鋳造板を３．０ｍｍまで冷間圧延後に、４５０℃で１０時間の中間焼鈍を実施した
。その後、冷間圧延と箔圧延を順に実施し、箔厚１５μｍのアルミニウム合金箔を得た。
【００６６】
　比較例１９、２０については、従来の製造方法である半連続鋳造法によって厚さ５００
ｍｍの鋳塊を鋳造した。その後、５００℃で１時間の均質化処理を実施後に熱間圧延を行
い厚さ４ｍｍの鋳造板とした。その後０．８ｍｍまで冷間圧延を実施し、バッチ炉にて３
５０℃で４時間の中間焼鈍を実施した。中間焼鈍後には、冷間圧延と箔圧延を連続で行い
、箔厚１５μｍのアルミニウム合金箔を得た。
【００６７】
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【表１】

【００６８】
　そして、各アルミニウム合金箔でリチウムイオン二次電池の正極材を製造した。ＬｉＣ
ｏＯ２を主体とする活物質に、バインダーとなるＰＶＤＦを加えて正極スラリーとした。
正極スラリーを、幅３０ｍｍとした上記のアルミニウム合金箔の両面に塗布し、１００℃
で２４時間、１５０℃で３時間、２００℃で１５分間の３条件にて熱処理を行い乾燥した
後、ローラープレス機により圧縮加工を施し、活物質の密度を増加させた。
【００６９】
　製造した各々のアルミニウム合金箔について、引張強さ、０．２％耐力、導電率、金属
間化合物の個数、箔圧延時の切れの発生回数、ピンホール個数、１００℃で２４時間の熱
処理後の引張強さと０．２％耐力、１５０℃で３時間の熱処理後の引張強さと０．２％耐
力、２００℃で１５分間の熱処理後の引張強さと０．２％耐力を、下記の基準で測定して
評価した。結果を表２に示す。さらに、各正極材材料について、活物質塗布工程における
切れ発生の有無、活物質剥離の有無を下記の基準で評価した。結果を表３に示す。
【００７０】
　＜引張強さ及び０．２％耐力＞
　圧延方向に切り出したアルミニウム合金箔の引張強さを、島津製作所製インストロン型
引張試験機ＡＧ－１０ｋＮＸを使用して測定した。測定条件は、試験片サイズを１０ｍｍ
×１００ｍｍ、チャック間距離５０ｍｍ、クロスヘッド速度１０ｍｍ／分とした。また、
乾燥工程を想定し、１００℃で２４時間、１５０℃で３時間、２００℃で１５分間の熱処
理を行った後のアルミニウム合金箔についても、圧延方向に切り出し、上記と同じく引張
強さを測定した。さらに、応力／ひずみ曲線から０．２％耐力を求めた。
【００７１】
　＜Ｆｅ固溶量＞
　Ｆｅの固溶量は、アルミニウム合金箔１．０ｇとフェノール５０ｍＬを、約２００℃に
加熱して分解して、固化防止材としてベンジルアルコール１００ｍＬを添加後、金属間化
合物をろ過にて分離し、ろ液をＩＣＰ発光分析にて測定した。
【００７２】
　＜導電率＞
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　導電率は、四端子法にて電気比抵抗値を測定し、導電率に換算して求めた。
【００７３】
　＜金属間化合物の個数＞
　金属間化合物の個数は、アルミニウム合金箔の表面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）にて
測定した。アルミニウム合金箔の表面を電解研磨にて鏡面状態とした後、反射電子像を１
０００倍で３０視野観察し、画像解析装置にて金属間化合物の個数を定量化した。その後
、それぞれの金属間化合物の面積を真円として換算した直径を円相当径と定義する。
【００７４】
　＜活物質塗布工程における切れ発生の有無＞
　活物質塗布工程において塗布した正極材に、切れが発生したか否かを目視で観察した。
切れが発生しなかった場合を合格とし、発生した場合を不合格とした。
【００７５】
　＜活物質剥離の有無＞
　活物質剥離の有無は、目視で観察を行った。剥離が発生しなかった場合を合格とし、一
部分でも剥離が発生した場合を不合格とした。
【００７６】
【表２】

【００７７】
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【表３】

【００７８】
　＜結果の考察＞
　上記の実験結果から、以下のことがわかる。
　実施例１～１０では、活物質塗布工程における切れ発生や活物質剥離の有無もなく、導
電率も高く、良好な評価結果を得られた。
【００７９】
　比較例１１では、Ｓｉ量が多いために、微細な金属間化合物の数が少ないために、１５
０℃で３時間、２００℃で１５分の熱処理を行った後の強度が不足し、活物質塗布工程に
おける切れと活物質の剥離が発生した。
【００８０】
　比較例１２では、Ｆｅ量が少ないために、乾燥工程前の強度および１００℃で２４時間
、１５０℃で３時間、２００℃で１５分の乾燥工程を行った後の強度が不足し、活物質塗
布工程における切れと活物質の剥離が発生した。
【００８１】
　比較例１３では、Ｆｅ量が多いために、ピンホールも多く発生し、箔圧延時の切れを生
じた。
【００８２】
　比較例１４では、Ｃｕ量が多いために、加工硬化性が高くなりすぎて、箔圧延時に切れ
が発生した。
【００８３】
　比較例１５では、添加されるＴｉ量が少ないために、鋳造板の結晶粒が粗大化し、冷間
圧延中に板切れが発生した。
【００８４】
　比較例１６では、添加されたＴｉ量が多いために、粗大な金属間化合物が多く形成され
、冷間圧延中に板切れが発生した。
【００８５】
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　比較例１７では、連続鋳造後の鋳造板に熱処理を実施したため、過飽和に固溶したＦｅ
が多く析出し、強度及び１００℃で２４時間、１５０℃で３時間、２００℃で１５分の乾
燥工程を行った後の強度が不足し、活物質塗布工程における切れと活物質の剥離が発生し
た。
【００８６】
　比較例１８、１９では、半連続鋳造法にて製造しているために、Ｆｅ固溶量が少なかっ
たために、素箔強度及び１００℃で２４時間、１５０℃で３時間、２００℃で１５分の乾
燥工程を行った後の強度が不足し、活物質塗布工程における切れと活物質の剥離が発生し
た。
【００８７】
　以上、本発明を実施例に基づいて説明した。この実施例はあくまで例示であり、種々の
変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解され
るところである。
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